
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

二
十
六
号
）
（
県
立
学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
六
日
付
け
で
埼
玉
県
人
事
委
員
会
か
ら
さ
れ
た
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告

を
踏
ま
え
、
小
学
校
就
学
後
の
子
を
養
育
す
る
学
校
職
員
の
休
暇
制
度
の
新
設 

二 

内
容 

 
 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
を
持
つ
学
校
職
員
を
対
象
に
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
う
ち
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

取
得
可
能
な
無
給
の
休
暇
の
新
設 

三 

施
行
期
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 

4118fa37-d473-4248-aaea-c03d2cd9b030


		Motohiro Ohno
	2026-03-30T16:09:15+0900
	2026-03-30 16:09:00 +09:00 JSTに承認しました


	



